
１ 基本理念
犯罪をした者等が、社会において孤立することなく、再び社会を構成する一

員となることを支援することにより、再犯を防止し、円滑に社会に復帰できるよ

うにするとともに、このような取組を通じて、誰もが安全で安心して暮らせる社会

の実現をめざす。

２ 計画の位置づけ

・再犯防止推進法第８条１項に定める地方再犯防止推進計画

・福岡県総合計画（令和４（2022）年３月策定）」を推進するための部門別計画

３ 計画の期間

令和６年度～令和１０年度

４ 計画の対象者

犯罪をした者又は非行少年もしくは非行少年であった者

５ 計画の推進体制

国の関係機関及び県関係部局等で構成する「福岡県再犯防止推進会議」に

おいて、民間団体等で構成する「福岡県再犯防止推進会議有識者会議」の意

見を踏まえながら、計画の進捗確認等を行い、計画を総合的に推進する。

第二次福岡県再犯防止推進計画の概要

検挙人数に占める再犯者率は近年では全国平均を下回っているものの、
約半数が再犯者となっている。

■ 刑法犯検挙者中の再犯者数、再犯者率

１ 計画の概要 ３ 取組の展開

２ 本県の再犯防止を取り巻く現状

国、県、市町村、民間協力者等がそれ
ぞれの役割を果たし、連携して支援す

ることが必要

ⅰ）国・市町村・民間団体等との連携の強化
　　・連携体制の構築
　 ＊主な変更点：市町村と地域民間支援団体との連携強化及び

　　　市町村を対象とした理解促進セミナーの開催

ⅱ）相談できる場所の充実
　　・相談できる場所の充実
　 ＊主な変更点：よりそい弁護士制度の実施

１　就労・住居の確保のための取組

約５割の者が再犯時に無職、約2割の

者が帰住先のないまま、刑務所を出所
しているなど、就労及び地域における

定住先の確保が課題

ⅰ）就労の確保
　　・就労に向けた相談・支援

　　・協力雇用主の活動に対する支援
　 ＊主な変更点：一般就労が難しい者への中間的就労支援

ⅱ）住居の確保
　　・地域社会における定住先の確保
　 ＊主な変更点：福岡県地域生活定着支援センターにおける帰住先

　　　の確保支援及び県の居住支援協議会への刑事司法関係者の参画

２　保健医療・福祉サービスの利用の促進のための取組

高齢者の再犯者率が高く、高齢者等へ

の福祉的支援が必要
薬物犯罪者は再犯者率が高く、薬物依

存症の治療・支援体制の充実が必要

ⅰ）高齢者・障がいのある人等への支援
　　・福祉的支援の実施体制の充実
　 ＊主な変更点：地域における包括的支援体制の整備

ⅱ）薬物依存の問題を抱える者への支援
　　・治療・支援を提供する保健・医療機関等の充実

　　・薬物依存症の治療・支援ができる人材の育成
　　・未然防止のための広報・啓発活動の充実・再乱用防止
   ＊主な変更点：少年用大麻再乱用防止プログラムの実施

５　民間協力者の活動促進、広報・啓発活動 の推進のための取組

再犯防止に関する民間ボランティアや
民間団体の取組が地域社会において

十分に認知されていないことなどが課

題

ⅰ）民間協力者の活動促進
　　・民間協力者の活動に対する支援

　　・民間協力者の確保に対する支援

ⅱ）広報・啓発活動の推進
　　・再犯防止に関する啓発活動の推進
　　・民間協力者に対する表彰

６　地域による包摂を推進するための取組

３　学校等と連携した修学支援の実施

復学・進学を希望するも、8割以上が復
学・進学が決定せずに出院し、地域社

会における修学の継続や支援体制の

強化が必要

ⅰ）学校等と連携した修学支援の実施等
　　・円滑な学びの継続に向けた支援

ⅱ）学校等と連携した非行防止等の実施等
　　・適切な指導等の実施

　　・地域における非行からの立ち直り支援

４　特性に応じた効果的な支援のための取組

暴力団員の社会復帰支援、飲酒運転、

性犯罪対策等、分野別に取組を行って
きた対策については、一定の成果が上

がっているが、更なる取組が必要

ⅰ）暴力団員の社会復帰に対する支援
    ・暴力団員の社会復帰に対する支援

ⅱ）飲酒運転防止のための取組
　　・飲酒運転違反者に対する専門的処遇

　　・飲酒運転防止に関する啓発活動の促進

ⅲ）性犯罪等加害防止のための取組
　　・再犯防止に向けた措置等の実施
　　・ストーカー加害者等に対する専門的処遇
　 ＊主な変更点：DV加害者専用の相談窓口設置


